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東日本大震災による本市の被害概要

地震概要
• 平成23年3月11日 14：46発生
• 最大震度：6強
• 津波の高さ：推定7.1ｍ

人的被害（平成29年3月1日時点）
• 死者：1,906名
• 行方不明者：27名
• 負傷者：重症276名、軽傷1,999名

建物被害（平成25年9月22日時点）
• 全壊：30,034棟
• 大規模半壊：27,016棟
• 半壊：82,593棟
• 一部損壊：116,046棟



本市の貸付状況等
内容

世帯主が重傷を負った、又は、住居・家財に著しい損害を受けた被災者
世帯に対し、生活の立て直しに資する貸付を行う。

貸付件数 ： 15,137件 （うち連帯保証人有1,253件）

貸付総額 ： 233億5,771万円 （うち連帯保証人有23億1,452万円）

世帯の所得限度額：220万円（1人世帯）、430万円（2人世帯）、620万円（3人
世帯）、730万円（4人世帯） 等

償還期間 ：13年 （うち据置期間6年）

年利 ：1.5％（保証人有の場合は0％）

貸付限度額 ：150万円～350万円

貸付原資負担 ：国2/3、仙台市1/3（起債）



これまでの経緯
年 月 内容

平成23年 3月 東日本大震災

4月 貸付申込受付開始

6月 振込開始

12月 貸付件数が5,000件に達する

平成24年 3月 繰上償還受付開始、 貸付件数が10,000件に達する

平成25年 4月 家財被害の一部受付終了

6月 貸付件数が15,000件に達する

10月 現況調査開始

12月 災害援護資金貸付システム稼働

平成26年 5月 居所不明者への訪問調査（職員）開始

平成27年 1月 居所不明者への訪問調査（委託）開始

平成28年 3月 貸付件数が15,137件に達する

11月 督促状発送開始（繰上償還分）

平成29年 1月 償還開始案内文書発送開始、 月割償還受付開始

3月 債権管理業務委託契約

4月 災害援護資金課の新設

7月 月割償還開始

12月 約定償還（半年賦）開始

平成30年 5月 支払猶予受付開始

6月 約定償還（年賦）開始



償還状況（平成31年3月末速報値）
①貸付総額に対する償還状況

貸付総額 残債務額 貸付総額に対する残債務の割合

233億5,771万円 約185億8千万円 約79.5％

⇒ 納期限前の繰上償還により、計画より早く償還が進ん
でいる。

繰上償還の効果
※繰上償還利用者：2,910人

（借受人の約19％）



償還状況（平成31年3月末速報値）
②約定償還分の償還状況

約定償還分（繰上償還を除いた）
期限到来額（元金）

償還額（元金） 償還率

約19億3千万円 約10億5千万円 約54.5％

81.8

53.2 53.5 53.6 54.5

0

20

40

60

80

100

H29.12末 H30.1末 H30.2末 H30.3末 H30.4末 H30.5末 H30.6末 H30.7末 H30.8末 H30.9末 H30.10末H30.11末H30.12末 H31.1末 H31.2末 H31.3末

約定償還分（繰上償還を除いた）償還率（％）

⇒ 繰上償還で早期償還した方以外の償還率が低い。



業務の流れ

※業務の一部を民間業者へ委託



システム画面①

システム画面１



システム画面②

システム画面２



システム画面③

システム画面３



システム画面④

システム画面４



システム画面⑤

システム画面５



様々な事象や課題
• 借受人等が亡くなり、法定相続人へ債務が承継（2019年3月末までに借

受人の約800人が死亡）

• 破産等による免責（2019年3月末までに約400件）

• 転居等により連絡先不明（2019年3月末時点で約100件 ※随時200件以上を
調査）

• 国外転出及び外国人の帰国

• 個別対応が必要な特殊案件（名義冒用等）

• 所得が一定額以下の世帯の世帯主が対象であり、償還資力のな
い方が多数となることが想定される。

• 債権管理・回収にかかるコスト（人件費、システム管理費等）が多大。



今後最優先で取り組むべきこと

滞納者の状況把握
（償還資力がないのか、償還意欲がないのか）

⇒ 償還資力のない人に対しては、支払猶予制度
により少額ずつ償還いただく。

⇒ 資力がありながら償還意欲のない人に対して
は、法的措置も含めた対応を検討する。


